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（電子提供措置の開始日2023年４月27日）
株 主 各 位

名 古 屋 市 瑞 穂 区 明 前 町 ８ 番 18 号
株式会社ダイセキ環境ソリューション

代表取締役社長 山 本 浩 也

第27回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第27回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげ

ます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第27回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し
ております。

当社ウェブサイト https://www.daiseki-eco.co.jp/ir/meeting.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記のウェブサイトにアクセスして、当社名「ダイセキ環境ソリューション」又は
証券コード「1712」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択
のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等によって議決権を行
使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書
類をご検討のうえ、４頁の「議決権行使についてのご案内」に従って、2023年５月
23日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげま
す。

敬 具
記

１．日 時 2023年５月24日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
２．場 所 名古屋市瑞穂区明前町８番18号

株式会社ダイセキ環境ソリューション本社 ２階 会議室
３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第27期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計
算書類監査結果報告の件

２．第27期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）計算書
類報告の件
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決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）２名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ

ていただきます。
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新型コロナウイルス感染防止に向けた株主様へのお願い及び当社の対
応について

１．株主様へのお願い
株主の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス感染防止の観点から、書面
又はインターネット等による事前の議決権行使のご検討をお願い申しあげます。

２．ご来場される株主様へ
株主総会へのご出席を予定されている株主様におかれましては、感染防止策とし
てのマスク着用につきましては、株主様個人のご判断とさせていただきます。当
日までの健康状態に十分ご留意いただき、くれぐれも無理なされませぬようお願
い申しあげます。

３．当社の対応について
株主総会に出席する当社運営係員は、マスク着用で対応させていただく場合があ
ります。
株主総会当日までの感染拡大状況や政府等の発表により、上記の対応を変更する
場合がございます。当社ウェブサイト（アドレス https://www.daiseki-eco.
co.jp）より発信情報をご確認くださいますようお願い申しあげます。

定時株主総会決議ご通知及び年次報告書・中間報告書の送付廃止につ
いて

当社では以前より、定時株主総会終了後に決議の結果をお知らせするため「定時株
主総会決議ご通知」を株主の皆様へ送付しておりましたが、地球環境に配慮した省資
源化の観点等から、このたびの第27回定時株主総会より、郵送を廃止とさせていただ
くことといたしました。

今後は、当社ウェブサイト（アドレス https://www.daiseki-eco.co.jp）にて掲
載させていただきます。これに伴い、例年、定時株主総会終了後及び10月下旬頃に発
行しておりました「年次報告書」及び「中間報告書」につきましても送付を廃止し、
当社ウェブサイトにて開示させていただきます。
株主の皆様におかれましては、何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。

― 3 ―

2023年04月17日 15時19分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



株主総会へご出席される場合

事前に行使される場合

議決権行使についてのご案内

日時：2023年５月24日（水）午前10時
※受付開始 午前９時

場所：名古屋市瑞穂区明前町８番18号
株式会社ダイセキ環境ソリューション
本社 ２階 会議室

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

インターネットによる議決権行使

行使期限：2023年５月23日（火）
午後５時30分入力完了分まで

次頁の案内に従って、各議案の賛否を上記行使期限までに入力
してください。

郵送による議決権行使

行使期限：2023年５月23日（火）
午後５時30分到着分まで

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示いただき、上
記行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書
面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示
をされたものとして取り扱わせていただきます。

【議決権電子行使プラットフォームのご利用について】
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議
決権電子行使プラットフォーム」から議決権行使を行っていただくことも可能です。
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議 決 権 行 使 書
御中

株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個 1.

2.

3.

4.

××××年 ×月××日
（
切
取
線
）

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインＱＲコード

見本

見本

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用にな
る新しいパスワー
ドを設定してくだ
さい

「登録」をクリック

インターネットによる議決権行使のご案内
行使期限 2023年５月23日（火）午後５時30分入力完了分まで
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

１ 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って
ください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

２ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能で
す。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向
けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行
使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行
使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移
できます。 ※ 議決権行使書はイメージです。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法
議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

１ 議決権行使ウェブサイトにアクセスして
ください。

２ 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

３ 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

４ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行
使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使
をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット議決権行使に関するお問合せ
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間 9：00～21：00）
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
当期の剰余金処分につきましては、当期の業績、経営環境等を勘案し、また、

内部留保にも意を用い、次のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項

（1）配当財産の種類
金銭

（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金５円 総額84,119,695円
なお、中間配当金（１株につき５円）を含めた年間配当金は１株につき
10円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年５月25日

なお、当社の配当方針については、18頁の事業報告「１．企業集団の現
況」の「（10）剰余金の配当方針」をご参照ください。

【ご参考】１株当たり年間配当金・１株当たり当期純利益の推移
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第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。）２名全員

が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役２名の選任をお願い
いたしたいと存じます。
なお、取締役の選任についての監査等委員会の意見の概要は以下のとおりであ

ります。
監査等委員会は、各候補者の資質や業務遂行状況、取締役会の監督機能の実効

性及び企業価値の向上等の観点から検討を行いました。その結果、各候補者は、
深い専門的知識と豊富な経験を有しているとともに、取締役としての適格性も備
えており、各候補者を取締役に選任することが適切であると判断いたしました。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株式の数

１ にの みや とし ひこ
二 宮 利 彦

（1961年５月10日生）

＜再任＞

取締役会出席状況
94.7％

（19回中18回）

1996年５月 株式会社ダイセキ取締役
（2004年２月退任）

1999年５月 当社取締役副社長
2000年３月 当社代表取締役社長
2009年３月 株式会社グリーンアローズ

中部取締役
（2022年３月退任）

2013年６月 株式会社グリーンアローズ
九州取締役
（2022年3月退任）

2021年３月 当社代表取締役会長
（現任）

163,460株

【取締役候補者とした理由】
同氏は強いリーダーシップにより、当社の経営を牽引してき

た実績と豊富な見識・経験を有することを踏まえ、引き続き取
締役として適任と判断いたしました。

― 7 ―

2023年04月17日 15時19分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株式の数

２ やま もと ひろ や
山 本 浩 也

（1968年５月23日生）

＜再任＞

取締役会出席状況
100％

（19回中19回）

2002年３月 株式会社ダイセキ入社
2004年２月 当社取締役環境事業本部長
2007年９月 株式会社グリーンアローズ

ホールディングス取締役
（現任）

2008年５月 当社常務取締役
環境事業本部長

2008年10月 株式会社グリーンアローズ
中 部 代 表 取 締 役 社 長
（2022年３月退任）

2012年３月 株式会社グリーンアローズ
九 州 代 表 取 締 役 社 長
（2022年３月退任）

2013年５月 当社専務取締役
環境事業本部長

2017年５月 当社取締役副社長
企画管理本部長兼務

2021年３月 当社代表取締役社長
（現任）

149,940株

【取締役候補者とした理由】
同氏は副社長・社長として、当社の成長・発展に大きな貢献

を果たしてきた実績と豊富な見識・経験を有することを踏ま
え、引き続き取締役として適任と判断いたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、全ての取締役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険（Ｄ＆
O保険）契約を締結しております。当該保険の概要につきましては、21頁の
事業報告「４．会社役員に関する事項」の「(1)取締役の状況」の（注）10.
に記載のとおりです。なお、全ての取締役候補者は、再任されました場合、
引き続き当該保険の被保険者となります。また、当該保険契約の契約期間は
2023年11月１日までですが、更新することを予定しております。

３．各候補者のスキルを表したスキル一覧表（スキルマトリックス）は、9頁の
「【ご参考】取締役の構成」をご参照ください。
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【ご参考】取締役の構成
取締役会による的確かつ迅速な意思決定が可能な員数及び取締役会全体と

しての知識・経験・能力のバランスを考慮しつつ、適材適所の観点より、総
合的に検討した上で、取締役候補者を指名しております。

氏 名 役 職 社外
委 員 会

経営 業務 財会 営業 技術 リス
ク 法務 女性

監査 指名
報酬

コンプ
ライア
ンス

二宮 利彦 代 表 取 締 役
会 長 ○ ○ ● ● ●

山本 浩也 代 表 取 締 役
社 長 ○ ◎ ● ● ● ●

花村 美晴 取 締 役
（監査等委員） ○ ◎ ○ ● ● ● ○

宇都木 悟 取 締 役
（監査等委員） ○ ○ ◎ ● ● ●

大西 幹弘 取 締 役
（監査等委員） ○ ○ ○ ● ● ●

※各取締役に特に期待する分野を４つまで記載しております。 ※◎は委員長
経営：経営・成長戦略 業務：業界の知見・リサイクル・ESG 財会：財務・会計
営業：営業・マーケティング 技術：事業開発及び技術開発・製造・生産
リスク：リスクマネジメント 法務：法務・労務・人事・ＩＴ

以上
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事 業 報 告

（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

１．企業集団の現況
（1）事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、世界的な金融引締め等が続く中、海外
景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクが高まっている一方、ウィズコ
ロナの下で、各種政策の効果もあって景気が持ち直していくことが期待されてお
ります。また、世界経済につきましても、経済活動は回復傾向が続きましたが、
ウクライナ情勢の長期化に伴う原油価格の高騰、世界的な物価上昇により先行き
不透明な状況が続いております。
当社グループの属する建設業界におきましては、公共投資は底堅く推移し、民

間投資は企業の設備投資の持ち直し傾向が緩やかに見られますが、建設資材価格
の高騰や世界的な景気後退リスクに対する不安等が当社経営環境へ影響を及ぼす
可能性があり、引き続き注視が必要な状況であります。
このような背景のもと、当社グループでは引き続き高付加価値案件の受注やコ

ンサルティング営業に注力しました。廃石膏ボードリサイクル事業は、売上及び
営業利益は前年同期比増加となり、一年を通じて好調に推移しました。主力事業
である土壌汚染調査・処理事業においては、大規模インフラ整備案件の売上が当
初計画と比較して下回り、また、運賃の高騰等が利益を圧迫した結果、売上高
16,411百万円（前年同期比3.9％減）、営業利益1,373百万円（同34.6％減）、
経常利益1,412百万円（同33.1％減）、親会社株主に帰属する当期純利益724百
万円（同42.1％減）となりました。
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なお、セグメント別の状況は次のとおりであります。
[土壌汚染調査・処理事業]

関西の都市再開発整備案件や中京エリアの混合廃棄物処理案件が好調に推移し
ましたが、岐阜リサイクルセンター及び横浜生麦リサイクルセンターにおける大
規模インフラ整備案件について、土壌搬入数量が当初計画よりも少なくなったこ
とにより、売上及び利益は伸び悩みました。その結果、売上高13,341百万円(前
年同期比5.3％減)、営業利益1,385百万円(同33.7％減)となりました。
[廃石膏ボードリサイクル事業]

廃石膏ボード搬入量は株式会社グリーンアローズ中部及び株式会社グリーンア
ローズ九州ともに堅調に推移し、前年と比較して増加しました。土壌固化材は原
材料高により他社が値上げする中、価格面での相対的な競争力が向上し、販売量
を増やした結果、売上高2,324百万円(同6.2％増)、営業利益653百万円(同5.6％
増)となりました。
[その他]

バイオディーゼル燃料(ＢＤＦ)事業はコロナ禍により低迷していた飲食店業界
からの廃食油回収量が回復し、また、ＰＣＢ事業は総重量実績の増加により売上
及び利益は堅調に推移しましたが、収集運搬に係る手数料収入が減少した結果、
売上高1,059百万円(同2.0％減)、営業利益79百万円(同9.6％減)となりました。

（2）資金調達の状況
当連結会計年度において、重要な資金調達はありません。

（3）設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は759百万円とな

ります。
その主なものは、機械装置、リース資産、構築物の取得等であります。
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（4）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 24 期
（2020年２月期）

第 25 期
（2021年２月期）

第 26 期
（2022年２月期）

第 27 期
（当連結会計年度）
（2023年２月期）

売 上 高（百万円） 14,048 14,906 17,082 16,411

経 常 利 益（百万円） 1,296 1,241 2,112 1,412
親会社株主に帰属
する当期純利益（百万円） 678 689 1,252 724

１株当たり当期純利益 （円） 40.39 41.00 74.52 43.09
総 資 産（百万円） 21,611 21,275 21,279 21,954
純 資 産（百万円） 12,982 13,761 15,226 15,945

② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分 第 24 期
（2020年２月期）

第 25 期
（2021年２月期）

第 26 期
（2022年２月期）

第 27 期
（当事業年度）

（2023年２月期）

売 上 高（百万円） 12,140 13,057 14,957 14,118
経 常 利 益（百万円） 871 808 1,483 745
当 期 純 利 益（百万円） 531 539 1,031 495
１株当たり当期純利益 （円） 31.64 32.12 61.42 29.48
総 資 産（百万円） 20,173 19,917 19,587 20,085
純 資 産（百万円） 11,786 12,303 13,364 13,672

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第
27期の期首から適用しており、第27期に係る数値については、当該会計基準等
を適用した後の数値となっております。
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（5）対処すべき課題
環境に対する社会的な関心は、ますます多面的に広がることが予想されてお

り、同時に地球温暖化問題をはじめとした環境保護の考えは世界共通の認識とし
て捉えられ、我が国においても様々な面での法制化が進展しております。また、
「土壌汚染対策法」の改正を受けて、今後は規制強化の効果が浸透するなかで、
それに対応する事業展開が求められています。
今後につきましては、受注活動の更なる広域化を図るとともに土壌汚染調査・

処理技術の向上に努め、顧客のニーズに的確に対応するとともに、以下のような
課題と諸策に取り組み、他社との差別化をより一層進展させ、業容の拡大を図っ
てまいります。

① 人材の育成
当社グループの主たる業務は、「土壌汚染対策法」、「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律」等の法的規制を受けております。従って、コンプライアンス及び
専門的知識に基づいた適切な対策を顧客に提言することが当社グループの使命
であり、また、それに対して管理体制を強化していくことが当社グループが成
長するための重要な要素であると認識しております。
そのような認識のもとで、社内勉強会、社外講習会の受講及び各種資格取得

の奨励等により、法令遵守及び専門知識の習得に重点を置いた人材育成を積極
的に進めるとともに、人材の確保を進めてまいります。

② 事業所展開
当社グループは、全国の営業エリアを、本社（名古屋市瑞穂区）、東京本社

（東京都港区）、関西支社（大阪市大正区）の３営業拠点と、名古屋リサイクル
センター（愛知県東海市）、弥富リサイクルセンター（愛知県弥富市）、横浜生
麦リサイクルセンター（横浜市鶴見区）、横浜恵比須リサイクルセンター（横浜
市神奈川区）、大阪リサイクルセンター（大阪市大正区）、岐阜リサイクルセン
ター（岐阜県可児市）、名古屋トランシップセンター（愛知県弥富市）、バイオ
エナジーセンター（愛知県東海市）、東海リサイクルセンター（愛知県東海市）、
名港工場（名古屋市港区）及び九州工場（福岡県糟屋郡宇美町）の11リサイク
ルセンターを主たる活動拠点として対応しております。
今後の当社グループの成長には、さらに地域に密着した営業展開と、３営業

拠点以外の地域の需要の開拓が重要な要素になると考えております。
当社グループとしましては、関東地区、関西地区、東海地区を重点営業エリ

アと考え事業展開を行う一方、中国・九州地区を含め、各地区での営業強化の
ための人員、設備の充実を順次積極的に進めているところであります。
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③ 多様化する環境問題への対応
環境問題に関する規制は、今後も強化される傾向にあり、新たな環境問題が

顕在化する可能性も否定できません。今後発生する環境問題であっても、「現状
認識のための調査・分析」と「リサイクル技術の応用」は、問題解決のための
重要な要素になると考えております。従って、当社グループは、自社の保有す
る調査・分析機能及びリサイクル処理のノウハウを駆使し、多様化する環境問
題に対する的確なソリューションを提供することにより、事業分野の多角化を
図ってまいります。

（6）主要な事業内容（2023年２月28日現在）
当社グループは、当社及び連結子会社２社（株式会社グリーンアローズ中部及

び株式会社グリーンアローズ九州）により構成されており、株式会社ダイセキの
企業グループに属しております。
当社グループは、土壌汚染調査・処理事業、廃石膏ボードリサイクル事業、Ｐ

ＣＢ事業、ＢＤＦ事業及び環境分析事業を主な事業内容としております。
セグメント別の事業内容は次のとおりであります。

① 土壌汚染調査・処理事業
汚染土壌の調査から浄化処理まで一貫して請負っております。調査計画を立

案するコンサルティング業務から、現地調査、サンプリングした土壌の分析、
汚染土壌の処理まで、全工程を自社グループで対応できる「土壌汚染対策のト
ータルソリューション企業」であることが当社グループの特徴です。

（土壌汚染調査部門）
地歴等を調査する資料等調査、現地ボーリング調査、サンプル土壌の分析を

行っております。また、調査計画の立案から調査結果に基づいた土壌処理対策
の提案まで、調査にかかわる全工程を自社グループで対応できるため、情報管
理、迅速性、価格競争力等で他社との差別化を図っております。

（土壌汚染処理部門）
主な処理方法としては汚染土壌の掘削除去です。掘削除去した土壌は、当社

グループのリサイクルセンターで加工され、セメント原料として再利用されま
す。掘削除去は、浄化の確実性と迅速性に優れた処理方法ですが、除去した土
壌の適正処理にコストがかかる傾向があります。
当社グループは、セメントのリサイクル原料に加工することにより、土壌の

処理費用を低減することで、他社との差別化を図っております。また、更なる
競争力強化のため、ＶＯＣ汚染土壌浄化施設を横浜生麦・大阪の各リサイクル
センター内に設置し、また、重金属汚染土壌洗浄施設を名古屋リサイクルセン
ター及び弥富リサイクルセンター内に、乾式磁力選別工法を導入した施設を岐
阜リサイクルセンター内に設置し、処理方法の多様化を推進しております。
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② 廃石膏ボードリサイクル事業
建物の解体現場等から排出される廃石膏ボードを選別・破砕・ふるい分け等

により製造した石膏粉を石膏ボードメーカーに納品するとともに、石膏粉を主
原料とした土壌固化材を製造販売しております。

③ その他
（ＰＣＢ事業）

主に微量ＰＣＢ汚染廃電機器（微量ＰＣＢ廃棄物）の銘板調査から撤去処分、
行政対応まで一貫して対応しております。

（ＢＤＦ事業）
主に廃食油にメタノール等を加えエステル交換反応等により生成するバイオ

ディーゼル燃料（ＢＤＦ）を製造販売しております。
（環境分析事業）

主に産業廃棄物及び土壌の分析を行っております。当社グループは、このよ
うな環境分析に関する「計量証明事業」の認定を受けているため、特に土壌の
分析については、当社グループの加工したリサイクル原料の品質管理という観
点から、原料を使用するセメント工場からの信頼性の向上に役立っております。

（その他）
自然災害等に対応し、自治体や地元企業と連携し災害廃棄物（一般廃棄物）

処理等の復興支援業務を行っています。また、その他商品の販売を行っており
ます。
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（7）主要な営業所及び工場並びに使用人の状況（2023年２月28日現在）
① 主要な営業所及び工場

株式会社ダイセキ
環境ソリューション

本 社 名古屋市瑞穂区

東 京 本 社 東京都港区

関 西 支 社 大阪市大正区

名古屋リサイクルセンター 愛知県東海市

弥 富 リ サ イ ク ル セ ン タ ー 愛知県弥富市

横浜生麦リサイクルセンター 横浜市鶴見区

横浜恵比須リサイクルセンター 横浜市神奈川区

大 阪 リ サ イ ク ル セ ン タ ー 大阪市大正区

岐 阜 リ サ イ ク ル セ ン タ ー 岐阜県可児市

バ イ オ エ ナ ジ ー セ ン タ ー 愛知県東海市

名古屋トランシップセンター 愛知県弥富市

株式会社グリーン
アローズ中部

東 海 リ サ イ ク ル セ ン タ ー
（本 社 工 場） 愛知県東海市

名 港 工 場 名古屋市港区
株式会社グリーン
アローズ九州 九 州 工 場 福岡県糟屋郡宇美町

② 使用人の状況
イ．企業集団の使用人の状況

セ グ メ ン ト 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

土 壌 汚 染 調 査 ・ 処 理 事 業 105名 4名減

廃 石 膏 ボ ー ド リ サ イ ク ル 事 業 20名 ―

そ の 他 30名 1名減

全 社 （共 通） 31名 5名増

合 計 186名 ―

（注）使用人数は就業員数であり、執行役員、出向者は含んでおりません。
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ロ．当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

166名 ― 41.2歳 8.9年

（注）使用人数は就業員数であり、執行役員、出向者は含んでおりません。

（8）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
イ．親会社との関係

会 社 名 資 本 金 当社に対する
出 資 比 率 当 社 と の 関 係

株式会社ダイセキ 6,382百万円 53.8％ 産業廃棄物処理の受託・委託、
環境分析の受託

ロ．親会社との取引に関する事項
当社が親会社と重要な取引を行う場合には、当社の企業価値の向上の観点

からその公正性及び合理性を確保するために、取締役会において、独立社外
取締役から、企業経営等に関わる経験や見識に基づき、客観的な視点に立っ
た意見を適切に得た上で、当社の少数株主の利益を害することのないように
審議・検討し実行しております。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社グリーン
アローズ中部 90百万円 54.0％ 廃石膏ボードのリサイクル

土壌固化材の製造販売
株式会社グリーン
アローズ九州 90百万円 58.0％ 廃石膏ボードのリサイクル

（9）企業集団の主要な借入先の状況（2023年２月28日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 ダ イ セ キ 1,075百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,293百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 600百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 100百万円
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（10）剰余金の配当方針
当社は、株主価値の最大化を念頭に、持続的な成長を意識した経営判断を行っ

てまいる所存であります。
今後につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保

を確保しつつ、業績拡大に応じた増配による利益還元を適宜実施してまいりま
す。

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（2023年２月28日現在）
（1）発行可能株式総数 30,720,000株
（2）発行済株式の総数 16,823,939株（自己株式3,181株を除く。）
（3）当事業年度末の株主数 4,628名
（4）上位10名の株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株式会社ダイセキ 9,056,640株 53.83％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 1,340,100株 7.96％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 924,900株 5.49％

株式会社イトジ 345,600株 2.05％

野村證券株式会社 277,000株 1.64％
ビーエヌワイエム エスエーエヌブイ ビーエヌワイ
エム ジーシーエム クライアント アカウンツ エム
エルエスシービー アールデイ

201,715株 1.19％

バンクカントナールヴォードワーズ
オーディナリー 175,000株 1.04％

二宮 利彦 163,460株 0.97％
ダイセキ環境ソリューション
従業員持株会 161,760株 0.96％

山本 浩也 149,940株 0.89％

（注）持株比率は自己株式（3,181株）を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。
当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも

に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2022年５月25
日付取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）２名に対して
譲渡制限付株式報酬として12,200株の自己株式を処分することを決議し、
2022年６月10日付けで割り当てております。

（6）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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【ご参考】
当社が保有する株式に関する事項（2023年２月28日現在）

① 政策保有に関する方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保
有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株

式が安定的な取引関係の構築や成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化に
繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合を除き、こ
れを保有しない方針です。
この方針に則り、当社は事業年度終了後の取締役会にて、保有先企業との売

上高、仕入高等の取引状況並びに今後の事業展開での業務提携の可能性等を確
認協議し、加えて、保有先企業の財政状態、経営成績及び株価、配当、資本コ
スト等の状況も確認し、当該株式の検証を実施しております。今後も、毎年、
継続して検証を行ってまいります。
なお、政策保有株式の純資産に占める割合は、当期末において4.0％でありま

す。

② 政策保有株式の議決権行使の基準
政策保有株式に係る議決権の行使に当たりましては、当該企業の長期的な企

業価値の向上に資するものか否か、当社への影響度等を総合的に判断して行い
ます。

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役の状況（2023年２月28日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 二 宮 利 彦

代 表 取 締 役 社 長 山 本 浩 也 株式会社グリーンアローズホールディングス取
締役

取締役（監査等委員） 花 村 美 晴 花村美晴公認会計士事務所長

取締役（監査等委員） 宇都木 悟 いであ株式会社名古屋支店技術顧問

取締役（監査等委員） 大 西 幹 弘
名城大学経営学部国際経営学科教授
名城大学大学院経営学研究科経営学専攻教授
日本ナレッジ・マネジメント学会理事

（注）１．取締役のうち、花村美晴氏、宇都木悟氏及び大西幹弘氏は、会社法第２条第15号に定める社
外取締役であります。

２．当社は、花村美晴氏、宇都木悟氏及び大西幹弘氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ています。

３．当社は、社外取締役 花村美晴氏、宇都木悟氏及び大西幹弘氏との間で、当社定款及び会社
法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項に定める賠償責任を法令が定める
額に限定する契約を締結しております。

４．2022年５月25日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員でない取締役の
鈴木隆治氏、松岡容正氏、久保田剛氏及び珍道直人氏は任期満了により退任いたしました。

５．2022年５月25日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役
尾崎弘之氏は任期満了により退任いたしました。

６．2022年５月25日開催の第26回定時株主総会において、大西幹弘氏は監査等委員である取締
役に、新たに選任され就任いたしました。

７．監査等委員である取締役の花村美晴氏は、多数の上場会社の監査業務に携わり、会計及び内
部統制について豊富な知見を有しております。

８．監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的
な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等
委員を選定しておりません。

９．当社は、コーポレートガバナンスのさらなる強化及び業務執行の機動性を促進するために、
取締役会における社外取締役の比率を高めることで、経営の意思決定・監督機能と業務執行
機能の分離を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員４
名の氏名及び役職は以下のとおりです。
専務執行役員 鈴木 隆治 環境事業本部長、東日本エリア担当
常務執行役員 松岡 容正 環境事業本部副本部長、西日本エリア・資源循環担当
執行役員 久保田 剛 環境事業本部副本部長、中京エリア担当
執行役員 珍道 直人 企画管理本部長

10．当社は、当社の取締役及び執行役員、当社の子会社の取締役及び監査役並びにその相続人等
を被保険者とする役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。保険料は全
額当社が負担しており、役員等がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求され
た場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用が当該保険にて填補されます。なお、故意又は重
過失に起因する損害賠償請求等は、保険契約により補填されません。
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（2）取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
イ．当事業年度に係る役員の報酬等の総額

役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役（監査等委員であるものを除く。）
（う ち 社 外 取 締 役）

91
(－)

77
(－)

ー
(－)

13
(－)

6
(－)

取締役（監査等委員）
（う ち 社 外 取 締 役）

4
（4)

4
（4)

ー
（－)

ー
（－)

4
(4)

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2022年５月25日開催の第26回定時株主総

会において年額200百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。）と決議いただ
いております。当該定時株主総会終結時点での取締役（監査等委員を除く。）の員数は２名
です。また、上記とは別枠で、2017年５月24日開催の第21回定時株主総会において、譲渡
制限付株式付与のための報酬額として年額120百万円以内と決議いただいておりましたが、
2022年5月25日開催の第26回定時株主総会において、対象を取締役（監査等委員を除く。）
及び執行役員に広げることを決議いただいております。第26回定時株主総会終結時点での取
締役（監査等委員を除く。）は２名、執行役員の員数は４名です。

３．非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記
載しております。

４．監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年５月25日開催の第20回定時株主総会にお
いて年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点での監査等委
員である取締役の員数は３名です。

ロ．報酬の内容の決定に関する方針及び決定方法
当社は、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を置き、社外取締

役を委員長とすることにより透明性を確保し、公正かつ適正に報酬を決定し
ています。
当社の役員報酬体系は、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう役

員が継続的かつ、中長期的な業績向上へのモチベーションを高め、当社の価
値の増大に資するものとします。報酬の水準については、当社の発展を担う
有為な人材を確保・維持できるレベルを目標とします。取締役会は、指名・
報酬委員会からの答申に基づき、取締役が受ける報酬等の額の決定に関する
方針を以下のとおり決定しております。
ⅰ 報酬体系

取締役（監査等委員である取締役を除く）については、業務を執行し経営
を監督する立場にあることから、固定報酬である「基本報酬」と中期の株主
価値向上に連動する「株式報酬」で構成する。なお、監査等委員である取締
役及び社外取締役については「基本報酬」のみとする。
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ⅱ「基本報酬」
定期的に外部の客観的データ、評価データ等を活用しながら、役位と職務

価値を勘案し妥当な水準を設定する。
ⅲ「株式報酬」
a.株式報酬は、役割毎に定めた基準金額に基づき当社株式を付与する。
b.また、年度毎の業績水準(営業利益)及び業績目標の達成度に応じて、基
本報酬額に対して基準割合（乗数）を定めた上で付与し、株主価値向上
への貢献意欲を高めるとともに自社株保有の促進を図る。

c.個人別の総報酬に占める株式報酬額の割合は、上記ａ及びｂにより５％
以上30％以下とする。

d.株式報酬として取得した当社株式は、退任時まで譲渡を制限することと
する。

ⅳ 役員報酬の審議及び決定プロセス
指名・報酬委員会は、取締役の報酬に関する方針・制度、報酬の基準・

額、業績評価等に関する事項を審議し、その結果を取締役会に答申していま
す。
指名・報酬委員会の委員は、次のとおりです。
１．宇都木悟 社外取締役 （委員長）
２．花村美晴 社外取締役
３．大西幹弘 社外取締役
４．二宮利彦 代表取締役会長
５．山本浩也 代表取締役社長

取締役会は、指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役の報酬に関する基
本方針、報酬体系、取締役の個別報酬額等を決定しております。
取締役の個人別報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原

案についての決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、
取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断して
おります。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員である取

締役の協議により決定しております。
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＜指名・報酬委員会＞
取締役の指名・解任及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説

明責任を強化することを目的として、指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、３名の社外取締役及び社内取締役２名からなる

５名の取締役で構成し、その委員長は社外取締役から選定しております。
取締役会の諮問機関として、以下の内容について審議し、取締役会へ答申を

行っております。
ⅰ 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案
ⅱ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
ⅲ 取締役の個人別の報酬等の内容
ⅳ ⅰからⅲまでを決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制

定、変更、廃止
ⅴ その他、取締役の選任・解任及び報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と

認めた事項
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（3）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職に関する事項

監査等委員 花村美晴氏は、花村美晴公認会計士事務所の所長でありますが、
当社と花村美晴公認会計士事務所との間に重要な取引はありません。
監査等委員 宇都木悟氏は、いであ株式会社名古屋支店技術顧問であります

が、当社といであ株式会社との間に重要な取引はありません。
監査等委員 大西幹弘氏は、名城大学経営学部国際経営学科教授、名城大学大

学院経営学研究科経営学専攻教授及び日本ナレッジ・マネジメント学会理事で
ありますが、当社と名城大学及び日本ナレッジ・マネジメント学会との間に重
要な取引はありません。

② 社外役員の主な活動状況
取締役会及び監査等委員会への出席状況、発言状況及び社外取締役に期待さ

れる役割に関して行った職務の概要等
活 動 状 況

社外取締役
（監査等委員）

花村 美晴

取締役会19回のうち全てに出席し、監査等委員会委員長として監査
等委員会14回のうち全てに出席いたしました。
多数の上場会社の監査業務に携わり、会計及び内部統制について豊
富な知見を有しており、発言・アドバイスを行っております。
この他、当社の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員とし
て、同様にアドバイス、提言を行っております。

社外取締役
（監査等委員）

宇都木 悟

取締役会19回のうち全てに出席し、監査等委員会14回のうち全て
に出席いたしました。
長年にわたる環境分野での業務経験から、環境及び安全の見地から
発言・アドバイスを行っております。また、内部監査等について適
宜必要な発言を行っております。
この他、当社の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長と
して、審議を主導し、委員会としての答申案を取りまとめておりま
す。

社外取締役
（監査等委員）

大西 幹弘

2022年5月25日開催の第26回定時株主総会で社外取締役に選任さ
れて以来、取締役会15回のうち全てに出席し、監査等委員会10回
のうち全てに出席いたしました。
長きに渡り大学で経営学の産業組織論、情報産業論、経営分析及び
ナレッジ・マネジメントの研究や教育に携わってきた経歴を有して
おり、発言・アドバイスを行っております。
この他、当社の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員とし
て、同様にアドバイス、提言を行っております。
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５．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 29百万円
② 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額 29百万円

（注）上記①の報酬等の額には公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額を記載しており
ます。当社と会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬
等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を明確に区分しておらず、かつ、実
質的にも区分できませんので、上記①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意をした理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実

務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、これら
について適切であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399
条第１項の同意を行いました。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定
し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることと
いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目

に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解
任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に
招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告
いたします。
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６．会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他業務の適正を確保するための体制
当社は下記のとおり「内部統制基本方針」を決議し、業務の適正を確保するた

めの体制整備を図っております。
「内部統制基本方針」
① 基本的な考え方
イ．当社は「倫理憲章」において「社会的役割と責任」「法令等の遵守」「人権

の尊重と自由闊達な企業風土の醸成」の３項目を企業行動の指針として掲
げ、社会とともに成長・発展していくことを基本姿勢としている。
当業界のリーダー企業として永続的な発展を遂げていくために、内部統制
システムを整備し、倫理憲章の具体化を図る。

ロ．取締役会は、内部統制基本方針を策定し、内部統制の実施状況に対する指
示・監督を行うとともに、整備・運用状況をチェックし、適宜、基本方
針・対応策の見直しを行う。

ハ．代表取締役社長を長とする内部統制システム推進委員会を組織し、内部統
制システムプログラム等による実践を通じ、財務報告の信頼性の確保を中
心に具体的に展開する。

② 当社及び子会社の取締役・執行役員・使用人の職務執行が法令・定款に適合
することを確保するための体制

イ．当社の定める「倫理綱領（経営理念）（倫理憲章）（行動規範）」を代表取締
役社長の強いリーダーシップのもと、当社及び子会社の役職員一同が繰り
返し勉強し、企業としての社会的役割、責任を自覚し、社会とともに成
長・発展していく基本姿勢を全員が修得することを徹底する。

ロ．代表取締役社長を長とするコンプライアンス委員会を組織し、全社横断的
なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。

ハ．当社及び子会社の取締役、執行役員及び各部門のコンプライアンス・オフ
ィサーがコンプライアンス上の問題を発見した場合は、すみやかにコンプ
ライアンス委員会へ報告する体制を構築しており、その徹底を図っていく。
当社及び子会社の使用人が直接通報・相談することを可能とするコンプラ
イアンス相談窓口（企業倫理ホットライン）の存在意義と認識を徹底する。
通報・相談を受けたコンプライアンス委員会はその内容を調査し、再発防
止策を担当部門と協議の上決定し、全社的に再発防止策を徹底する。通
報・相談を行った者に対しては別途定めた「公益通報者保護規程」に従い
対応することとし、内容により適宜の情報開示を実施する。
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ニ．当社の内部監査室は、コンプライアンス委員会と連携の上、コンプライア
ンスの状況を監査する。

ホ．当社及び子会社の使用人の法令・定款違反については、コンプライアンス
委員会から企画管理本部に処分を求め、役員の法令・定款違反については
コンプライアンス委員会が取締役会に具体的な処分を答申する。

ヘ．反社会的勢力による不当要求等の対応を所管する部署を当社企画管理本部
とし、当社及び子会社は、対応マニュアルの整備と教育を行う。
反社会的勢力には警察等関係機関と連携し、毅然と対応する。

③ 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．代表取締役社長は、企画管理本部に指示し、取締役の職務執行に係る情報

の保存及び管理について、全社的に管理する「文書管理規程」「情報セキュ
リティ管理規程」に従い、職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記
録し、保存する。

ロ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）は必要に応じこれらの文書等を
閲覧できるものとする。

④ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．「リスク管理規程」を制定し、リスクマップを作成するとともにリスク分類

ごとの責任部門を定める。代表取締役社長を長とするリスク管理委員会を
組織し、当社及び子会社のリスクを網羅的・総括的に管理する。
重要度の高いリスクについては対応策を決定し、リスクコントロールに努
める。新たに生じたリスクについては、すみやかに担当部門を定めるもの
とする。

ロ．内部監査室は部門ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に
リスク管理委員会及び取締役会に報告し、改善策を審議・決定する。

⑤ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制
以下のとおり経営管理をきめ細かく行うことにより、当社及び子会社の取締
役（監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。）の職務の執
行の効率化を図る。

イ．「取締役会規則」「組織規程」「職務権限規程」「職務分掌規程」の見直しに
よる権限・意思決定ルールの明確化

ロ．取締役・執行役員・部長・子会社の取締役を構成員とするグループ合同経
営会議（以下、「業務運営会議」という。）の充実（内部監査室長及び監査
等委員である取締役の参加）と情報伝達の迅速化

ハ．業務運営会議及び取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施
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⑥ 当社及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体
制並びに子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事
項

イ．当社及び子会社における内部統制の構築を目指し、月１回の業務運営会議
を通じ、指示・要請等の伝達が効率的に行われるシステムを含む体制を構
築する。

ロ．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）・執行役員・部長・子会
社の取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用
の権限と責任を有する。

ハ．当社の内部監査室は、当社及び子会社の内部監査により、グループ企業間
の業務が適正に行われていることを確認する。

ニ．「関係会社管理規程」を制定し、子会社から当社への事前協議事項及び報告
事項を明確に定め、協議・報告体制の確立を図る。

⑦ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性並びに監査
等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

イ．当社は、当面補助する使用人を設置しない。ただし、監査等委員会が必要
と認め、設置要請がある場合には、すみやかに設置することとする。
また、その使用人は社内組織から独立したものとする。

ロ．監査等委員会は、使用人に監査業務に必要な事項を命令することができる
ものとし、監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その
命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本項にお
いて同じ。）、内部監査室長等の指揮・命令は受けないものとする。また、
取締役及び内部監査室長等は、監査等委員の当該使用人に対する指示が確
実に実行されるよう協力するものとする。

⑧ 当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人、又はこれらの者から報告を
受けた者が監査等委員会に報告するための体制、並びに当該報告をしたこと
を理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制

イ．監査等委員会に報告すべき事項を定める規程を監査等委員会と協議し、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員は次に定める事項を
報告することとする。
ⅰ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ⅱ 毎月の経営状況で重要な事項
ⅲ 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
ⅳ 重大な法令・定款違反
ⅴ コンプライアンス相談窓口（企業倫理ホットライン）の通報・相談状況

及び内容
ⅵ その他コンプライアンス上重要な事項
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ロ．使用人は前項ⅰ及びⅳに関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員
会に直接報告することができるものとする。

ハ．報告した者に対しては別途定める「公益通報者保護規程」により、不利益
な取り扱いがないよう徹底する。

⑨ 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の
手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
監査等委員である取締役の職務の執行に伴い生ずる費用等については、監査
等委員である取締役はその効率性・適正性について留意し、別途定める「監
査等委員会監査基準」に従い会社に償還請求することができる。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
「監査等委員会規程」「監査等委員会権限」による職務分担の明確化を図り、
代表取締役社長との定期的な意見交換及び会計監査人の「マネジメント・レ
ター」等による定期的情報交換を実施する。また、必要に応じて顧問弁護士
等による助言を受けることができる体制を構築する。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況
当社は、監査等委員会を設置し、取締役会の議決権を有する監査等委員が監査

を行うことにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の健全性、透明性の向上
を図っております。
① 内部統制システム全般

当社及び子会社各社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部
監査室がモニタリングし、改善を進めております。

② コンプライアンスに関する体制について
当社は、当社及び子会社各社の使用人に対し、その階層に応じて必要なコン
プライアンスについて、コンプライアンス勉強会等での教育を行い、法令及
び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。また、当社は
「内部通報・相談規程」により相談・通報体制を設けており、子会社各社にも
開放することでコンプライアンスの実効性向上に努めております。

③ リスク管理に関する体制について
リスク管理規程に則り、リスク管理委員会においてリスクの把握と改善策を
審議・決定し、適切な対応に努めております。

④ 監査等委員会及び内部監査室の監査体制について
監査等委員は当社及び子会社各社の重要な会議に出席して職務執行の状況等
について報告を受けるとともに取締役（監査等委員である取締役を除く。）、
会計監査人、内部監査室と情報交換を行い、監査機能の強化に努めておりま
す。また、内部監査室は内部監査計画に基づき、当社及び子会社各社の内部
監査を実施しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2023年２月28日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

棚 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

5,094

886

3,534

325

352

△4

16,860

15,783

5,786

1,649

7,908

223

144

70

29

1,047

672

310

66

△1

流 動 負 債 4,520
支払手形及び買掛金 1,439
短 期 借 入 金 1,200
１年内返済予定の長期借入金 981
リ ー ス 債 務 91
未 払 金 351
未 払 法 人 税 等 141
賞 与 引 当 金 144
そ の 他 170

固 定 負 債 1,488
長 期 借 入 金 1,187
リ ー ス 債 務 150
退職給付に係る負債 146
そ の 他 3

負 債 合 計 6,008
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 14,634
資 本 金 2,287
資 本 剰 余 金 2,089
利 益 剰 余 金 10,260
自 己 株 式 △2

その他の包括利益累計額 251
その他有価証券評価差額金 252
退職給付に係る調整累計額 △0
非 支 配 株 主 持 分 1,059
純 資 産 合 計 15,945

資 産 合 計 21,954 負 債 純 資 産 合 計 21,954
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連 結 損 益 計 算 書

（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 16,411
売 上 原 価 13,200
売 上 総 利 益 3,211

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,837
営 業 利 益 1,373

営 業 外 収 益
受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 16
投 資 事 業 組 合 運 用 益 23
補 助 金 収 入 1
鉄 屑 売 却 収 入 4
そ の 他 1 47

営 業 外 費 用
支 払 利 息 7
そ の 他 1 8
経 常 利 益 1,412

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 12
受 取 保 険 金 2 15

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 20
固 定 資 産 除 却 損 14
そ の 他 2 37
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,390
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 500
法 人 税 等 調 整 額 △34 466
当 期 純 利 益 924
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 199
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 724
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連結株主資本等変動計算書

（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 2,287 2,087 9,703 △25 14,053
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △168 △168
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 724 724

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 2 22 24
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 2 556 22 581
当 期 末 残 高 2,287 2,089 10,260 △2 14,634

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主
持 分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 296 △0 295 877 15,226
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △168
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 724

自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 24
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △44 0 △44 181 137

連結会計年度中の変動額合計 △44 0 △44 181 718
当 期 末 残 高 252 △0 251 1,059 15,945
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１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称 株式会社グリーンアローズ中部

株式会社グリーンアローズ九州
② 非連結子会社の状況

該当事項はありません。

（2）持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない関連会社（株式会社グリーンアローズホールディングス）は、当期
純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か
ら除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた
め、持分法を適用せず原価法により評価しております。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
ロ．棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 主に個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産 定額法

（リース資産を除く） なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ２～49年
機械装置及び運搬具 ２～14年

ロ．無形固定資産 定額法
（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利

用可能期間（５年）による定額法によっております。
ハ．リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採
用しております。
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③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上
しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計
年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の翌連結会計年度に一括費
用処理することとしております。

ハ．小規模企業等における簡便法の適用
連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算
に退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす
る方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤ 収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義

務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとお
りであります。
なお、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取

る額から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
イ．土壌汚染調査・処理事業

土壌汚染調査に係る収益は、顧客との土壌調査委託契約等に基づいて地歴等を調査する資
料等調査、現地ボーリング調査、サンプル土壌の分析に係る役務提供を行う履行義務を負っ
ております。
当該契約は、調査報告書を提出後、受領書を受け取った一時点において、顧客が当該役務

提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
土壌汚染工事に係る収益は、顧客との工事請負契約書に基づいて原位置での処理と土壌の

掘削等土木工事に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、工事が契約期間にわたり実施されるものであり、財又はサービスに対する支

配が契約期間にわたって移転し、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断している
ことから、履行義務の充足に係る進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識しておりま
す。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる
場合は、原価総額の見積額に対する累積実績発生原価の割合（インプット法）で算出してお
ります。なお、契約金額に重要性がなくごく短期な工事契約については完全に履行義務を充
足した時点で収益を認識しております。
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土壌汚染処理に係る収益は、顧客との業務委託契約に基づいて掘削除去した土壌をセメン
ト等にするため、当社リサイクルセンターにおいて加工に係る役務提供を行う履行義務を負
っております。
当該契約は、当社リサイクルセンターから土壌を搬出した一時点において、顧客が当該役

務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しており、重要な変動対価の額等はありませ

ん。
取引の対価は、履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含ま

れておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、１つの契約につき複数の履行義務は

識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
ロ．廃石膏ボードリサイクル事業

廃石膏ボードリサイクルに係る収益は、顧客との産業廃棄物処理委託契約等に基づいて、
建物の解体現場等から排出される廃石膏ボードの選別・破砕・ふるい分け等に係る役務提供
を行う履行義務を負っております。
当該契約は、当社グループの工場から石膏粉を搬出した一時点において、顧客が当該役務

提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
廃石膏ボードから選別した石膏粉を主原料とした土壌固化材の販売に係る収益は、顧客と

の販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。
当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得し

て履行義務が充足されると判断し、検収時点で収益を認識しております。
収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しており、重要な変動対価の額等はありませ

ん。
取引の対価は、履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含ま

れておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、１つの契約につき複数の履行義務は

識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
ハ．その他事業

その他事業は主にＰＣＢ(ポリ塩化ビフェニル)事業、ＢＤＦ(バイオディーゼル燃料)事業
で構成されています。
微量ＰＣＢ廃棄物の収集運搬に係る収益は、顧客との収集運搬契約等に基づいて、産業廃

棄物の収集運搬に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、収集運搬が完了した一時点において、顧客が当該役務提供に対する支配を獲

得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の販売に係る収益は、顧客との売買契約に基づいて製品

を引き渡す履行義務を負っております。
当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得し

て履行義務が充足されると判断し、検収時点で収益を認識しております。
収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しており、重要な変動対価の額等はありませ

ん。
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取引の対価は、履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含ま
れておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、１つの契約につき複数の履行義務は

識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
⑥ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

仕掛品 処理未完了の取引において発生した原価等を計上しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
す。
これにより、財又はサービスを提供する取引で当社グループが代理人に該当する場合において、従

来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入
先に支払う額を控除した純額を収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しており
ます。
この結果、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高

に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に

表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に
含めて表示することとしました。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
する会計基準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、連結計算書類に与える影響はありません。
また、「5．金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

等の注記を行うこととしました。
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３．連結貸借対照表に関する注記
（1）棚卸資産の内訳

商品及び製品 11百万円
仕掛品 256百万円
開発事業等支出金 7百万円
原材料及び貯蔵品 50百万円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 7,715百万円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 16,827,120株 －株 －株 16,827,120株

（2）自己株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 28,221株 160株 25,200株 3,181株

（注）１．自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加160株であります。
２．自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当25,200株であり

ます。

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2022年５月25日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 83 5 2022年２月28日 2022年５月26日

2022年10月3日
取 締 役 会 普 通 株 式 84 5 2022年８月31日 2022年10月27日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2023年５月24日開催予定の第27回定時株主総会に次のとおり付議する予定であります。

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2023年５月24日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 84 5 2023年２月28日 2023年５月25日

― 38 ―

2023年04月17日 15時19分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



５．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については

グループ会社及び銀行等金融機関からの借入により実施しております。なお、デリバティブ取
引は原則として行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権に係る取引先企業の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っており

ます。
投資有価証券は主として取引関係強化のために取得した株式等であり、市場価格の変動リス

ク等に対しては、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先
企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務、未払金及び未払法人税等は短期間で決済されるものであります。
短期借入金は主として運転資金に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リー

ス取引に係るリース債務は主として設備資金に係る資金調達であります。
③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2023年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとお

りであります。
なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。（(注))参照）。また、現金及び預

金、受取手形、売掛金及び契約資産、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等
については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、記載を省略しております。

連結貸借対照表計上額
（百万円） 時 価 (百万円) 差 額 (百万円)

(１) 投 資 有 価 証 券 451 451 ―

資 産 計 451 451 ―

(2) 長 期 借 入 金
（１年内返済予定を含む） 2,168 2,178 9

(3) リ ー ス 債 務
（１年内返済予定を含む） 242 243 0

負 債 計 2,411 2,422 10
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（注) 市場価格のない株式等

区分 連結貸借対照表計上額 (百万円)

非上場株式 150

投資事業有限責任組合 70

市場価格のない株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計
基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象としておりませ
ん。
投資事業組合等への出資については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第31号 2019年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象としておりませ
ん。

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項．
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した
時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投 資 有 価 証 券 451 ― ― 451

資 産 計 451 ― ― 451
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②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長 期 借 入 金
（１年内返済予定を含む） ― 2,178 ― 2,178

リ ー ス 債 務
（１年内返済予定を含む） ― 243 ― 243

負 債 計 ― 2,422 ― 2,422
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
株式は取引所の価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されているため、その

時価をレベル１に分類しております。

長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元金利の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、

割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

６．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
報告セグメント

その他 合計土壌汚染
調査・処理事業

廃石膏ボード
リサイクル事業 計

中京 5,758 1,518 7,276 789 8,066

関東 4,397 ― 4,397 16 4,413

関西 3,135 ― 3,135 3 3,139

九州 ― 792 792 ― 792
顧客との契約から
生じる収益 13,291 2,310 15,602 809 16,411
外部顧客への売上
高 13,291 2,310 15,602 809 16,411

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結計算書類の注記「1．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項（4）会計方針に関

する事項 ⑤収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（3）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに
当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれ
る収益の金額及び時期に関する情報
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① 契約資産及び契約負債の残高等
当連結会計年度

期首残高（百万円） 期末残高（百万円）
顧客との契約から生じた債権 2,743 3,228

契約資産 78 306

契約負債 16 51
契約資産は主に、一定の期間にわたり履行義務が充足される請負工事契約において、期末日

時点での進捗度の測定に基づき収益を認識しておりますが、未請求の作業に係る対価に対する
権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客と
の契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は主に、請負工事の引渡前に顧客から受け取った前受金に関するものであり、収益

の認識に伴い取り崩されます。
なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額には

重要性はありません。
② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいて、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないため、
実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありま

せん。

７．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 884円84銭
（2）１株当たり当期純利益 43円09銭

８．重要な後発事象に関する注記
（取得による企業結合）

当社は、2023年３月31日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社杉本商事（以下「杉
本商事」といいます）の株式取得による連結子会社化について決議の上で、同日付で同社株主との間
で株式譲渡契約を締結し、2023年４月５日付で本株式を取得いたしました。

（1）企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社杉本商事
事業の内容 一般廃棄物運搬処理業、産業廃棄物収集運搬及び中間処理業等

② 企業結合を行った主な理由
当社グループは、土壌汚染対策をメイン事業とし、コンサル・調査・分析・工事・処理と入口

から出口までOne-Stopで解決できる仕組みを強みとしております。また、廃石膏ボードリサイ
クル事業やPCB事業、BDF事業などの新規環境ビジネスに積極的に取り組んでおります。
一方で、杉本商事は、滋賀県北部を中心に、一般廃棄物及び廃プラスチックリサイクル等の産

業廃棄物の運搬・処理業を、杉本商事の子会社である有限会社杉本紙業（以下「杉本紙業」とい
います）において、段ボール、新聞、雑誌、紙管、シュレッダー紙屑等の回収・リサイクル業を
展開しております。
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このたび、杉本商事の発行済みの全株式を取得し、杉本商事及び杉本紙業が当社グループに合
流することにより、これまで当社グループになかった、一般廃棄物及び産業廃棄物の運搬・処
理、古紙の回収・リサイクルという新たなソリューションが加わり、お客様へ提供できるソリュ
ーションの幅が広がると考えております。また、当社グループと杉本グループは同じ廃棄物処
理・リサイクル事業を行っているものの、それぞれが得意とする領域が異なっており、両グルー
プのノウハウを持ち寄ることにより、再生エネルギー等の新規事業の立ち上げが可能になると考
えております。
以上のような施策を実施し、シナジー効果を発現させることにより、当社グループが中長期に

わたる持続的な成長とさらなる企業価値向上が実現できると判断し、株式譲渡契約締結に至りま
した。

③ 企業結合日
2023年４月５日

④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

⑤ 結合後企業の名称
変更ありません。

⑥ 取得した議決権比率
100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによります。

（2）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得価格については、相手先との守秘義務契約により開示を控えておりますが、公平性・妥当

性を確保するため、各種デューデリジェンス及び株式価値算定を第三者機関に委託し、その結果
を参考に、双方協議の上決定しております。

（3）主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 143百万円

（4）発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

（5）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
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貸 借 対 照 表
（2023年２月28日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
棚 卸 資 産
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

4,452
523
243

2,726
306
320
275
39
21
△4

15,633
14,481
4,097
1,302
955
13
68

7,674
223
144
28
22
6

1,123
622
150

1
5

285
58
△1

流 動 負 債 4,402
電 子 記 録 債 務 282
買 掛 金 1,054
短 期 借 入 金 1,350
１年内返済予定の長期借入金 981
リ ー ス 債 務 91
未 払 金 331
未 払 費 用 47
未 払 法 人 税 等 26
未 払 消 費 税 等 7
契 約 負 債 51
預 り 金 14
賞 与 引 当 金 130
設備関係電子記録債務 31
そ の 他 0

固 定 負 債 2,011
長 期 借 入 金 1,717
リ ー ス 債 務 150
退 職 給 付 引 当 金 142
そ の 他 0

負 債 合 計 6,413
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 13,420
資 本 金 2,287
資 本 剰 余 金 2,089
資 本 準 備 金 2,082
その他資本剰余金 6
利 益 剰 余 金 9,045
利 益 準 備 金 1
その他利益剰余金 9,044
繰越利益剰余金 9,044

自 己 株 式 △2
評価・換算差額等 252

その他有価証券評価差額金 252
純 資 産 合 計 13,672

資 産 合 計 20,085 負 債 純 資 産 合 計 20,085
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損 益 計 算 書

（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 14,118
売 上 原 価 11,845
売 上 総 利 益 2,273

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,593
営 業 利 益 679

営 業 外 収 益
受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 38
不 動 産 賃 貸 料 22
投 資 事 業 組 合 運 用 益 23
そ の 他 7 91

営 業 外 費 用
支 払 利 息 7
不 動 産 賃 貸 費 用 17
そ の 他 1 26
経 常 利 益 745

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 8 8

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 16
固 定 資 産 除 却 損 4 20
税 引 前 当 期 純 利 益 733
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 273
法 人 税 等 調 整 額 △36 237
当 期 純 利 益 495
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株主資本等変動計算書

（2022
2023

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,287 2,082 4 2,087 1 8,716 8,718
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △168 △168
当 期 純 利 益 495 495
自己株式の取得
自己株式の処分 2 2
株主資本以外の
項目の当期変動
額 （純 額）

当期変動額合計 ― ― 2 2 ― 327 327
当 期 末 残 高 2,287 2,082 6 2,089 1 9,044 9,045

株 主 資 本 評価・換算
差 額 等

純 資 産
合 計

自己株式 株主資本
合 計

その他有
価証券評
価差額金

当 期 首 残 高 △25 13,068 296 13,364
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △168 △168
当 期 純 利 益 495 495
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 22 24 24
株主資本以外の
項目の当期変動
額 （純 額）

△44 △44

当期変動額合計 22 352 △44 307
当 期 末 残 高 △2 13,420 252 13,672
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１．重要な会計方針に係る事項
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定額法

（リース資産を除く） なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ２～38年
構築物 ２～49年
機械及び装置 ２～14年

② 無形固定資産 定額法
（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利

用可能期間（５年）による定額法によっております。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採
用しております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしてお
ります。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上
しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事
業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。数理計算上の差異は、その発生時の
翌事業年度に一括費用処理することとしております。
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（4）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
なお、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る額から仕入先

に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
① 土壌汚染調査・処理事業

土壌汚染調査に係る収益は、顧客との土壌調査委託契約等に基づいて地歴等を調査する資
料等調査、現地ボーリング調査、サンプル土壌の分析に係る役務提供を行う履行義務を負っ
ております。
当該契約は、調査報告書を提出後、受領書を受け取った一時点において、顧客が当該役務

提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
土壌汚染工事に係る収益は、顧客との工事請負契約書に基づいて原位置での処理と土壌の

掘削等土木工事に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、工事が契約期間にわたり実施されるものであり、財又はサービスに対する支

配が契約期間にわたって移転し、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断している
ことから、履行義務の充足に係る進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識しておりま
す。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる
場合は、原価総額の見積額に対する累積実績発生原価の割合（インプット法）で算出してお
ります。なお、契約金額に重要性がなくごく短期な工事契約については完全に履行義務を充
足した時点で収益を認識しております。
土壌汚染処理に係る収益は、顧客との業務委託契約に基づいて掘削除去した土壌をセメン

ト等にするため、当社リサイクルセンターにおいて加工に係る役務提供を行う履行義務を負
っております。
当該契約は、当社リサイクルセンターから土壌を搬出した一時点において、顧客が当該役

務提供に対する支配を獲得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しており、重要な変動対価の額等はありませ

ん。
取引の対価は、履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含ま

れておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、１つの契約につき複数の履行義務は

識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
② その他事業

その他事業は主にＰＣＢ(ポリ塩化ビフェニル)事業、ＢＤＦ(バイオディーゼル燃料)事業
で構成されています。
微量ＰＣＢ廃棄物の収集運搬に係る収益は、顧客との収集運搬契約等に基づいて、産業廃

棄物の収集運搬に係る役務提供を行う履行義務を負っております。
当該契約は、収集運搬が完了した一時点において、顧客が当該役務提供に対する支配を獲

得して履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の販売に係る収益は、顧客との売買契約に基づいて製品

を引き渡す履行義務を負っております。
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当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得し
て履行義務が充足されると判断し、検収時点で収益を認識しております。
収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定しており、重要な変動対価の額等はありませ

ん。
取引の対価は、履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含ま

れておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定にあたっては、１つの契約につき複数の履行義務は

識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。

（5）その他計算書類作成のための基本となる事項
① 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結計

算書類における会計処理方法とは異なっております。
② 仕掛品 処理未完了の取引において発生した原価等を計上しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、財又はサービスを提供する取引で当社が代理人に該当する場合において、従来は顧客

から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払
う額を控除した純額を収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高に与

える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示して

いた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」、「契約資産」に含めて表示することとしました。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時
価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、
計算書類に与える影響はありません。
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３．貸借対照表に関する注記
（1）棚卸資産の内訳

商品及び製品 8百万円
仕掛品 256百万円
開発事業等支出金 7百万円
原材料及び貯蔵品 48百万円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 6,071百万円

（3）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
① 短期金銭債権 31百万円
② 短期金銭債務 774百万円
③ 長期金銭債務 990百万円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
① 売上高 342百万円
② 仕入高等 41百万円
③ 営業取引以外の取引による取引高 52百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末の自己株式の種類及び総数
普通株式 3,181株
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６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（繰延税金資産）

貸倒引当金 1百万円
賞与引当金 40百万円
退職給付引当金 43百万円
譲渡制限付株式報酬 43百万円
未払事業税 5百万円
減価償却資産 241百万円
その他 22百万円
繰延税金資産小計 398百万円

評価性引当額 △1百万円
繰延税金資産合計 396百万円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △111百万円
繰延税金負債合計 △111百万円
繰延税金資産の純額 285百万円

７．関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社及び法人主要株主等

種類 会社等
の名称 所在地

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内 容

議決権等の
所有(被所有)
割 合 （％）

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

親会社 株式会社
ダイセキ

愛知県
名古屋市 6,382

産業廃
棄物中
間処理

(被所有)
直接53.9

環境分析の受
託、産業廃棄
物 処 理 の 受
託・委託
資金の借入

環境分析･
産業廃棄物
処理の受託
(注)１

288 売掛金 17

産業廃棄物
処理の委託
(注)１

9 買掛金 2

借入金の借
入
(注)２

575
１年内返済
予定の長期
借入金

615

借入の返済
(注)２ 680 長期借入金 460

利息の支払
(注)２ 2

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．市場価格を勘案して交渉の上決定しております。

２．市場金利を勘案して交渉の上決定しております。
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（2）子会社及び関連会社等

種類 会社等
の名称 所在地

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内 容

議決権等の
所有(被所有)
割 合 （％）

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社
株式会社
グリーン
アローズ
中部

愛知県
東海市 90

廃石膏
ボード
リサイ
クル処
理

(所有)
直接54.0

工場土地・建
物等の賃貸
資金の借入

工場土地・
建物等の賃
貸
(注)１

22 未収入金 5

利息の支払
(注)２ 0 長期借入金 530

子会社
株式会社
グリーン
アローズ
九州

福岡県
糟屋郡
宇美町

90

廃石膏
ボード
リサイ
クル処
理

(所有)
直接58.0 資金の借入

借入金の借
入
(注)２

150 短期借入金 150

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．市場価格を勘案して交渉の上決定しております。

２．市場金利を勘案して交渉の上決定しております。

８．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「1．重要な会計方針に係る事項 （4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 812円68銭
（2）１株当たり当期純利益 29円48銭

10．重要な後発事象に関する注記
（取得による企業結合）

連結計算書類の注記「8．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記
を省略しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年４月12日

株式会社ダイセキ環境ソリューション
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加 藤 浩 幸
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 稲 垣 吉 登

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ダイセキ環境

ソリューションの2022年３月１日から2023年２月28日までの連結会計年度の連
結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、株式会社ダイセキ環境ソリューション及び連
結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監
査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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強調事項
連結計算書類の注記「８．重要な後発事象に関する注記」に記載されていると

おり、会社は2023年３月31日開催の取締役会において、株式会社杉本商事の株
式取得による連結子会社化について決議の上で、同日付で同社株主との間で株式
譲渡契約を締結し、2023年４月５日付で本株式を取得している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、

その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含

まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものでは
ない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、

通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の
過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意
を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある

と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計

算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書

類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、

監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じ
させるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対
して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査
報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

― 55 ―

2023年04月17日 15時19分 $FOLDER; 55ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含
めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報
に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査

の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理

に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法

の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年４月12日

株式会社ダイセキ環境ソリューション
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加 藤 浩 幸
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 稲 垣 吉 登

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ダイセ

キ環境ソリューションの2022年３月１日から2023年２月28日までの第27期事
業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」と
いう。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
計算書類の注記「10．重要な後発事象に関する注記」に記載されているとお

り、会社は2023年３月31日開催の取締役会において、株式会社杉本商事の株式
取得による連結子会社化について決議の上で、同日付で同社株主との間で株式譲
渡契約を締結し、2023年４月５日付で本株式を取得している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、

その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま

れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな
い。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、

通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある

と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類

等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職

務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等

に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、

監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含め
た計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査

の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年３月１日から2023年２月28日までの第27期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、監査いたしました。その方法及び結果につ
き以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に

関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査

部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務
の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。なお、事業報告に記載されている親会社との取引についても、内
部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から必
要に応じて説明を求め、重要な書類等を閲覧するなど調査するとともに、
必要に応じ親会社の監査等委員と情報の交換を図りました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監査及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10
月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計
算書類（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）及びその附属明
細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本
等変動計算書）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する運用状況についても、指摘すべき
事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社との取引について、当該取引をするに
当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の
利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由につい
て、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

2023年４月13日
株式会社ダイセキ環境ソリューション 監査等委員会

監査等委員 花 村 美 晴 ㊞
監査等委員 宇 都 木 悟 ㊞
監査等委員 大 西 幹 弘 ㊞

（注）監査等委員花村美晴氏、宇都木悟氏及び大西幹弘氏は、会社法第２条第15
号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
会場：名古屋市瑞穂区明前町８番18号

株式会社ダイセキ環境ソリューション本社 ２階 会議室
TEL（052）819－5310

交通機関
地下鉄名城線 「堀田駅」下車４番出口 徒歩５分
名鉄名古屋本線 「堀田駅」下車 徒歩10分

◎当会場では駐車場のご用意ができませんので、お車でのご来場はご遠慮くださ
いますようお願い申しあげます。
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